
眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会 報告書案の概要（１）

眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会（座長：永井良三自治医科大学学長）において、電離放射線障害
防止規則における水晶体の被ばく限度の見直し等に伴う所要の改正ついてとりまとめを行った（令和元年８月１日）。

１ 意見具申どおり取り入れることが適当な項目について

（１）新たな水晶体等価線量限度の取り入れ

眼の水晶体に受ける等価線量が、継続的に１年間に20mSv

を超えるおそれのある者に対しては、健康診断の項目の白

内障に関する眼の検査の省略（電離則第56条第３項）は認

めないことが適当。

（２）水晶体の等価線量を算定するための実用量

外部被ばくによる線量の測定を、実効線量及び人体の組

織別の等価線量を算定するため、放射線の種類及びエネ

ルギーの種類に応じて、１ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量、３ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

線量当量又は70ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量のうち適切なものにつ

いて行うことが適当。

眼の水晶体の等価線量を正確に評価するため、体幹部不

均等被ばくとなる状況下で、眼の近傍や全面マスクの内

側に放射線測定器を装着して測定することを可能とする

ことが適当。

眼の水晶体の等価線量の算定は、放射線の種類及びエネ

ルギーの種類に応じて、１ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ線量当量、３ﾐﾘﾒｰﾄﾙ

線量当量又は70ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ線量当量のうちいずれか適切な

ものによって行うこととすることが適当。
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（１）新たな水晶体等価線量限度の取り入れに当たって留意すべき事項
ア 円滑な施行のため、十分な周知を行うことが望ましい。
イ 事業者等は、放射線障害防止のための労働衛生対策などの取組を着実に進めることにより、安全衛生管理体制を確立することが
望ましい。

ウ 労働基準監督署と都道府県等（保健所）は、医療機関で医師等が適切に業務遂行できるよう情報共有により連携を図ること
が望ましい。

（注）労働基準監督署で、「医療現場において年20mSv超～50mSvの被ばく労働者がいる旨の情報」を把握した場合には、原則として労働基準監督署から都道
府県等（保健所）に情報提供を行い、都道府県等（保健所）は、医療法に基づく立入検査等の際に、当該情報提供も踏まえ病院・診療所に指導を行い、
結果等を適宜、労働基準監督署に情報提供を行う。

エ 眼の水晶体に受ける等価線量が、継続的に１年間に20mSvを超えるおそれのある者に対しては、健康診断の項目の白内障に関
する眼の検査（電離則第56条第１項第４号）は、眼科医により行われることが望ましい。

（２）その他留意すべき事項
ア 国は、放射線防護眼鏡等の放射線防護の強化のための開発を推進し、水晶体への被ばく線量が高い業務を行う事業者が、放射

線防護設備の設置や改善による被ばく低減措置を講ずるための支援を行うことが望ましい。
イ 国は、水晶体への被ばく線量が高い業務を行う事業者が、労働安全衛生マネジメントシステム等の取組を着実に進め、安全衛

生管理体制を確立するための支援を行うことが望ましい。
ウ 国は関係者等の協力を得て、放射線業務従事者等の管理区域内において受ける被ばくによる線量の測定が適切に実施される

よう対策を講ずることが望ましい。

２ 意見具申どおり現行制度を維持することが適当な項目について

（１）水晶体の等価線量を算定するための実用量

（２）緊急作業者に係る水晶体の等価線量の限度について

緊急作業者に係る水晶体の等価線量限度について、現行

の制度を維持することが適当。

（３）除染等業務に係る水晶体の等価線量の限度について

除染等業務従事者に係る水晶体の等価線量限度について、

現行の制度を維持することが適当。
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